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水道局はマスクなどによる
感染予防を徹底しています
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令
和
4
年
９
月
の
台
風
15
号
に

よ
る
豪
雨
に
よ
り
、
静
岡
市
で
は

大
規
模
な
断
水
が
発
生
し
ま
し

た
。倉

敷
市
は
、
平
成
30
年
7
月
豪

雨
災
害
に
お
い
て
多
大
な
ご
支
援

を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
静

岡
市
に
９
月
26
日
か
ら
10
月
６
日

の
11
日
間
、
倉
敷
市
水
道
局
の
給

水
車
２
台
と
の
べ
職
員
18
人
を
派

遣
し
ま
し
た
。

現
地
で
は
、
７
時
か
ら
21
時
ま

で
、
高
齢
者
施
設
へ
の
応
急
給
水

や
仮
設
給
水
所
で
の
個
別
給
水
活

動
を
実
施
し
ま
し
た
。

▲仮設給水所で水を手渡す様子

▲高齢者施設への応急給水

▲出発式で倉敷市長から激励を受ける様子

▲静岡市長へ給水活動終了の報告

大雨により大規模断水が発生した大雨により大規模断水が発生した
静岡市で応急給水活動を行いました静岡市で応急給水活動を行いました

広報くらっぴぃ  　令和４年 12月発行　第 83号
■編集・発行 / 倉敷市水道局水道総務課企画検査室　〒 710-8565  倉敷市西中新田 640番地　
　　　　　　　  ☎ 426-3654  FAX 427-7271
■ホームページ/ https://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/
■ E メール / wbadm@city.kurashiki.okayama.jp
広報くらっぴぃは年 4回（4月、7月、10月、12月）発行しています。
（「くらっぴぃ」は、倉敷市水道局イメージキャラクターの名前です）くらっぴぃ

4

電子申請でまたははがきに①～⑨をご記入の上、下記の宛先にお送りください。
① クイズの答え　② 質問の回答　③ 広報くらっぴぃ12月号の感想や意見　④ 欲しい
賞品（ A か B ）　⑤ 郵便番号　⑥ 住所　⑦ 氏名　⑧ 年齢　⑨お寄せいただいた感想
や意見、イラストなどを広報紙やホームページなどで紹介してよいか（〇か×） 

はがき ：〒 710-8565　倉敷市水道局　水道総務課 くらっぴぃ 12月号係

令和５年1月６日㈮（はがきは当日消印有効）   電子申請はこちらから➡
(倉敷市電子申請サービス）

お一人様１通（回）の当選とさせていただきます。通常はがきは１通63円です。
個人情報は、賞品の発送以外に使用することはありません。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

一般的に、水道管が凍結する気温の目安は何度以下？
① 4度　②マイナス４度　③マイナス 8度

応  募
方  法

注  意
事  項

宛  先

締  切

質  問

クイズ

クイズと質問にお答えいただいた方に抽選でプレゼント !クイズと質問にお答えいただいた方に抽選でプレゼント !

もしもの断水などに備えて、水を備蓄されていますか。
備蓄されている場合は、どのような方法でされていますか？

　凍結防止対策についてのアンケートによると、「凍ったことがない」「倉敷市は大丈夫だ
と思って」などの理由から約 45％の方が何も対策をしていないとの回答がありました。

早めに凍結防止対策を

お願いします！！

倉敷市でも気温がマイナス４度以下になると
水道管の凍結や破裂が多発します！

家庭で手軽にできる凍結防止対策を

動画で紹介しています。
問

水道管理課（倉敷☎426-3675）
各営業所（水島☎446-1636　児島☎473-1225　玉島☎522-8153（船穂・真備地区を含む））
休日夜間☎426-3660

       今から水道管の凍結防止対策を！！
凍結す

ると

水が出
ない！

くらしきの水くらしきの水
（500ml  24 本セット）（500ml  24 本セット）

 5名様 5名様

B

A トートバッグとトートバッグと
マスキングテープのセットマスキングテープのセット

 10名様 10名様
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集合住宅の水道料金算定の特例制度（連合使用）について

水道料金窓口　
　倉敷　〒 710-8565　西中新田 640番地　
　水島　〒 712-8565　水島北幸町 1番 1号
　児島　〒 711-8565　児島小川町 3681番地 3
   玉島　〒 713-8565　玉島阿賀崎 1丁目 1番１号

問

Q申請手続きは？
集合住宅の管理者様が「専用給水装置
連合使用申請書」に必要事項を記入のうえ、
下記の水道料金窓口に提出してください。

☎426-3661
☎ 446-1611
☎ 473-1125
☎ 522-8123

検　索倉敷市水道局　連合使用

　倉敷市の水道料金は、使用水量が多くなるほど単価が高くなる仕組みになっています。このた
め、集合住宅（マンションなど）で水道局が設置する１つの水道メーターを使い、複数の世帯の
使用水量を検針している場合、建物全体の使用水量を１つとして水道料金を算定することから各
戸に水道メーターを設置している世帯と比較して、水道料金が高くなることがあります。
　「連合使用」はその差を緩和するため、全体の使用水量を各世帯が均等に使用したものとみなし
て料金計算を行う特例制度です。
　一定の要件を満たせば、「連合使用」制度の適用を受けることができますので、詳しくは、下記
の水道料金窓口に尋ねてください。
　なお、使用水量が少ない場合、「連合使用」制度の適用により水道料金が高くなる場合もありま
すので注意してください。　

申請書は、下記の水道料金窓口で配布しています。
また、水道局ホームページからもダウンロード
できます。

例：戸数３　使用水量１２０㎥の場合
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倉敷市が水道料金の基本料金相当額を負担します

　物価高騰により影響を受けている皆さまへの経済支援として、水道料金のうち２期(４か月分) 
の基本料金相当額を市が負担することとなりました。これを受け、水道局では直接給水契約を
しているお客様（官公署を除く）に対して、11 月から２月までに検針をした水道料金について、
基本料金を差し引いた額で請求させていただきます。※下水道使用料は対象外です。

水道料金窓口　倉敷☎426-3661　水島☎446-1611
　　　　　　　児島☎473-1125　玉島（船穂・真備地区を含む）☎522-8123

水道料金は基本料金差し引き後の額を記載

水道局からのお知らせ 前回の振替済額や使用水量などを記載

例：口座振替のお客様で令和 4年 11月検針分の場合

問

基本料金
 1,980円

従量料金（使用水量に応じた料金）

倉敷市が負担

3,806円

１期分の請求イメージ(使用水量50㎥の場合）

基本料金
 1,980円

従量料金（使用水量に応じた料金）
3,806円

対象の検針月

通常の検針月

お客様が負担

お客様が負担

0㎥ 20㎥ ５0㎥

0㎥ 20㎥ ５0㎥

下水道使用料との合計金額

倉敷市が負担する額  水道料金の基本料金２期分　　３，９６０円（税込）　　 

対象の検針月
 奇数月検針地区　➡　令和４年１1月および５年 1月
  偶数月検針地区　➡　令和４年１2月および５年 2月

「使用水量等のお知らせ」の見方


